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装具使用者さん、ご家族、ご支援者のための装具ガイド

2個目以降の装具作製 には

2個目以降の装具作製の流れは下記の通りです。

障害者手帳が必要です！

○ 発症から原則6ヶ月以降で障害固定された方が対象
○ 市町の窓口で申請書類を受け取る
○ 15条指定医※を受診し、診断書を作成
○ 市町の窓口へ申請

1 障害者手帳の申請

○ 市町の窓口で申請書類を受け取る
○ 医師を受診〔15条指定医〕 または
    　　　　　            〔義肢適合判定医師研修修了医師〕
○ 医師と義肢装具士が書類作成
○ 市町の窓口へ提出

2 更生用装具の申請

○ 支給券が届いたら書類を作成した医師を受診
○ 装具の採型・作製
○ 完成したら適合判定後に納品

3 装 具 の 作 製 発症から「6ヵ月以降」かつ
「障害固定」となった方が
「障害者手帳」を申請可能

かかりつけ医や装具相談窓口で相談を！

※15条指定医：身体障害福祉法第15条指定医師

▲ 静岡県
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静岡県全域の各市町村の
窓口一覧になります。
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お使いの装具にトラブルが発生した場合、「かかりつけ医/装具作製病院」⇨「義肢装具制作会社」⇨「市町の装具関連窓口」
の順にご相談ください。下記はそれぞれのお問い合わせ先になります。

※このリーフレットは「装具使用者フォローアップ推進事業」の取り組みの一つとして、装具をご使用される皆さまが、より 

　安心して装具を使用できることを目指して作成されました。 

■ PR  脳卒中のなんでも相談窓口 

静岡県  
脳卒中・心臓病等総合支援センター  

2025年度に相談窓口が設立されました。 

脳卒中・心臓病等の病気に関するご相談 

を受け付けております。 

※装具に関する問合せは上記「装具相談 

窓口」を優先してください。 （浜松医科大学医学部附属病院）  
 



まずかかとを奥までしっかり入れ、足首→足先→ひざ下の順でベルトを締めます。
※膝を曲げていた方が入りやすくなります。

装具を装着する際は下記の項目をチェックしましょう。（月に1度位の頻度でご確認ください。）
これらいずれかに当てはまる場合、装具の修理や作り変えが必要と考えられます。裏表紙の
装具相談窓口にてご相談ください。

装具を正しく装着されていない、装具がご自身の身体に合っていない、装具に不具合がある
などの理由で、歩きにくかったり、足を傷つけたりしてしまうことがあります。

2個目以降の装具作製では障害者手帳や更生用装具の申請書類などがあり、1個目の医療
保険での装具作製よりも複雑になります。（詳細は別項参照）
装具のメンテナンスや2個目以降の装具申請をスムーズに行うために、「生活期の装具相談
窓口」を医師や療法士、義肢装具士とあらかじめ相談しておきましょう。

装具を正しく使用することによる効果 お使いの装具で問題はありませんか？

装具着用のポイント

介護負担の軽減

関節拘縮の予防
立位・歩行の安定

1 2 3

生活期の装具相談窓口

生活自立度の向上
行動範囲の拡大

プラスチックに白いスジが入って
きている、ヒビが入っている。

かかとが浮いて、かかとまで入ら
ない。（内反尖足により入りにくい状
態）※つっぱり（痙縮）は注射で改善
することがあります（まずは相談を）

足が痩せた、あるいは腫れてきて
サイズが合っていない。

ベルトのマジックテープ（ベルクロテープ）
が止まりにくい、外れやすくなっている。

足底の滑り止めがはがれたりすり
減って模様がなくなっている。
歩いて滑りやすくなった。

指が曲がってきた。足が硬く変形して
きた。外くるぶしが当たって痛い。

障害者手帳医療保険

装具作製 装具作製

生活期（自宅など）入院・外来発症

▲

障害者手帳の取得（別項参照）




